
 

 
 

平成２５年度京都府中小事業者等エネルギー対策交付金 

【中長期分】エネルギー自立化対策事業 

補助金の募集について 

 
 

中小企業等の皆様の多様なエネルギーを活用した経営のイノベーションを支援 
 

補助対象事業者 －府内に事業所を有する以下の者－ 
○自社のエネルギー自立化を図る計画を有すること 
○以下の(1)～(5)のいずれかに該当するもの 

(1)中小企業者（中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律（平成 11 年法律第 18 号）第 2 条第 1 項に規
定するもの） 

(2)有限責任事業団体（有限責任事業組合契約に関する法律（平成 17 年法律第 40 号）第 2 条に規定するもの） 
(3)社会福祉法人（常時使用する従業員の数が１００人以下のもの） 
(4)医療法人（常時使用する従業員の数が３００人以下のもの） 
(5)上記に準ずるもので、機構理事長が特に交付の必要があると認めるもの（学校法人、農業法人等） 

※発行済株式の総数又は出資金額の２分の１以上が同一の大企業の所有に属している法人、大企業の役員又は 
職員を兼ねている者が役員総数の２分の１以上を占めている法人は補助対象外となります。 

 

補助対象事業  －府内の事業所において省エネ施設等を整備する事業及びこれに付随する事業－ 
以下の要件をすべて満たす事業です 

○創エネ設備（再生可能エネルギー又はコージェネレーション発電）を新たに導入すること 
○売電（固定価格買取制度等）を行う場合は、創エネ設備と省エネ設備を組み合わせた設備導入を新たに 
行うこと 
○エネルギーの自立化を図る経営計画を有すること 
○府内事業所で設備導入を行うこと 
○導入設備が自社の電力消費、節電・省エネ等に寄与すること 
○本事業が他企業の経営モデルとなること 
○本年４月１５日以降に着手する事業であること 

 

補助要件 （次の要件を全て満たすこと） 

○事業計画書に基づき実施される事業であること 
○本事業の実施によって、ほかの企業のモデルとなる波及効果が見込めること 
○補助対象設備に対し、京都府など他の公的補助金を受けていない、もしくは受ける見込みがないこと 
○設備導入後に設備の運用管理が確実にできること 
※売電のみを目的とする事業は認めません 

 

補助率及び補助金の上下限  
 補助対象経費の３分の１以内（上限20,000千円、下限1,500千円、1,000円未満の端数は切り捨て） 
 

募集期間 
平成２５年４月１５日(月)から５月３１日(金)までの間に、補助金交付申請書を、下記の申し込み先まで 

郵送又は持参願います。<郵送での申請の場合は当日必着＞ 
なお、補助金交付申請書は、推進機構又は京都府のホームページからダウンロードできます。 
 

 

採択可否の決定 

申請内容を審査の上、交付の通知する予定です。 
交付決定前に事業着手を行う場合は、あらかじめ事前着手届を提出いただくことで、 
事業採択決定後に補助金の交付を受けることができます。（不採択の場合は補助金を受けられません。） 

 

お申し込み・お問い合わせ 

  一般社団法人京都産業エコ・エネルギー推進機構 
   京都市右京区西京極豆田町２番地 京都工業会館２F 

    TEL 075-323-3840     FAX 075-323-3841 
受付時間：午前９時～正午、午後１～５時 （土・日・祝祭日を除く） 
※ 本事業に関する問い合わせは機構の他、京都府 ものづくり振興課（TEL 075-414-4849） 
 でも受け付けます。 

資料１ 



資料２

平成２５年度京都府中小事業者等エコ経営促進事業
補助金の募集について

中小企業者等の皆さまが実施する温室効果ガスの排出量削減のための施設整備を支援

補助対象事業者 －府内に事業所を有する以下の者－

○以下の(1)～(5)のいずれかに該当するもの
(1)中小企業者（中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律（平成11年法律第18号）第2条第1項に

規定するもの）
(2)有限責任事業団体（有限責任事業組合契約に関する法律（平成17年法律第40号）第2条に規定するもの）
(3)社会福祉法人（常時使用する従業員の数が１００人以下のもの）
(4)医療法人（常時使用する従業員の数が３００人以下のもの）
(5)上記に準ずるもので、機構理事長が特に交付の必要があると認めるもの（学校法人、農業法人等）
※京都府地球温暖化対策条例等に基づく「特定事業者」については対象外となります。

※発行済株式の総数又は出資金額の２分の１以上が同一の大企業の所有に属している法人、大企業の役員又

は職員を兼ねている者が役員総数の２分の１以上を占めている法人は補助対象外となります。

補助対象事業 －府内の事業所において省エネ施設等を整備する事業及びこれに付随する事業－

省エネ法によるトップランナー基準を満足するか、又はこれと同等以上の省エネ効率を有する次

整 の機器等

備

△

熱源機器の省エネ化（冷暖房機器、給湯機器、工業用ボイラー等）

例

△

照明機器の省エネ化（インバータ型蛍光灯、ＬＥＤ蛍光灯等）△

動力機器の省エネ化（工業用モーター、空調ファン等） ・・・などの高効率な省エネ改修

補助要件 （次の要件を全て満たすこと）

○京都版CO2排出量取引制度に参加し、クレジットの創出に取り組むこと

○事業の実施による温室効果ガス削減効果が２０ｔ－CO2／年以上

又は補助対象経費100万円あたりの温室効果ガス削減効果が４ｔ－CO2／年以上であること

（原則として、機構が実施する省エネ診断等の受診結果により必要性が高いと判断されたものに限ります）

○平成26年２月末までに事業が完了すること

補助率及び補助金の上下限

補助対象経費の３分の１以内（上限10,000千円、下限1,000千円、1,000円未満の端数は切り捨て）

ただし、国等の他の補助金交付を受ける場合は、当該補助金額を除いた金額の３分の１以内

募集期間

平成２５年４月１５日(月)から６月１４日(金)までの間に、補助金交付申請書を、下記の申し込み先

まで郵送又は持参願います。<郵送での申請の場合は当日必着＞

なお、補助金交付申請書は、推進機構又は京都府のホームページからダウンロードできます。

採択可否の決定

６月下旬に事業の採択可否を通知する予定です。

交付決定前に事業着手を行う場合は、あらかじめ事前着手届を提出いただくことで、

事業採択決定後に補助金の交付を受けることができます。（不採択の場合は補助金を受けられません。）

お申し込み・お問い合わせ

一般社団法人京都産業エコ・エネルギー推進機構

京都市右京区西京極豆田町２番地 京都工業会館２F

TEL 075-323-3840 FAX 075-323-3841

受付時間：午前９時～正午、午後１～５時 （土・日・祝祭日を除く）

※ 本事業に関する問い合わせは機構の他、京都府 地球温暖化対策課（TEL 075-414-4708）

でも受け付けます。



区　分 場　所 最寄り駅

京都府山城広域振興局（宇治総合庁舎）

1 　１階大会議室

（宇治市宇治若森７－６）

京都府中丹広域振興局（福知山総合庁舎）

2 　本館２階第３会議室

（福知山市篠尾新町一丁目９１）

京都府丹後広域振興局（丹後保健所）

3 　２階講堂

（京丹後市峰山町丹波８５５）

ウィングス京都

4 　2階セミナー室ＡＢ

（京都市中京区東洞院通六角下ル御射山町262）

京都府立口丹波勤労者福祉会館

5 　２階大会議室

（南丹市八木町西田金井畠９）

１０：0０～

京都市会場

南丹会場 ５月１３日（月） １４：００～

日　時

阪急烏丸駅
地下鉄四条駅

南部会場

５月　９日（木）

ＫＴＲ峰山駅

１３：３０～

５月１０日（金）

京都産業エコ・エネルギー推進機構の支援・補助事業に係る公募説明会日程（平成２５年度）

５月　８日（水）

ＪＲ八木駅

ＪＲ宇治駅

中丹会場 ＪＲ福知山駅

丹後会場 １5：００～

１０：３０～



ＦＡＸ番号 （０７５）３２３－３８４１ 

 

 

（一社）京都産業エコ・エネルギー推進機構 行 

 

 

平成２５年度支援・補助事業に係る公募説明会参加申込書 
～ 京都産業エコ・エネルギー推進機構実施事業 ～ 

 

 

 

参加会場 

（何れかに□レを付け

てください） 

□ ５月 ８日（水）１３：３０～  南部会場 

□ ５月 ９日（木）１０：００～  中丹会場 

□ ５月 ９日（木）１５：００～  丹後会場 

□ ５月１０日（金）１０：３０～  京都市会場 

□ ５月１３日（月）１４：００～  南丹会場 

法人名／団体名  

ＴＥＬ  ＦＡＸ  

参

加

者 

① 

氏 名  

部署名・役職  

Ｅメール  

参

加

者 

② 

氏 名  

部署名・役職  

Ｅメール  

 

※ 本説明会参加のためにいただいた個人情報は、本説明会開催に係る参加者の確認、出欠確認、

及び当社団各事業の情報提供のみに使用します。 

 

【問い合わせ先】 （一社）京都産業エコ・エネルギー推進機構 

                         ＴＥＬ （０７５）３２３－３８４０ 
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